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65歳以上の方へ　「介護保険料の納付確認」のお願い

介護保険料を納めないでいると

※※　納付相談は、福祉部介護支援課まで　※※

介護保険料を納めている方へ　「介護保険サービスの利用料」のお知らせ

介護保険に関するお知らせ

【お問い合わせ】　　福祉部介護支援課　介護支援係　☎945-5013

　西原町では、65歳になった方には誕生日の翌月に、65歳以上の転入者には転入日の翌月に、介護保険
料の通知を送付しています。
　しかし、本人または世帯員の方が年度途中で所得の修正申告等を行うことにより、納付方法が変更に
なる場合があります。納付書払の方も、口座振替の方も、年金天引の方も、今一度ご自身の納付状況の
確認をお願いします。

　予防接種法、予防接種法施行令及び予防接種法施行規則の改正に伴い、平成26年

10月1日から水痘(水ぼうそう)の予防接種が定期予防接種として無料で受けられる

ようになります。対象者には通知を発送する予定ですが、まだお手元に通知が届い

ていなくても、下記の対象者の範囲に該当すれば定期の対象となり、予防接種を受

けることができます。ご確認をお願いします。

　介護保険料を納めている方が介護保険サービスを利用した場合、原則として費用の１割が個人負担と
なります。(9割は介護保険から支給されます)
　ただし認定を受けた要介護ごとに、利用できる限度額が決められています。その限度額を超えた分、
または居住費・食費・日常生活費等は、全額自己負担となります。

【　介護保険サービス（代表例）　】
◆　訪問介護・・・・・・・ホームヘルパーから食事・入浴・排泄等のサービスを受けます。

◆　福祉用具貸与・・・・・車椅子・歩行器・杖等の福祉用具を借りられます。

◆　住宅改修費の支給・・・手すりや段差の解消等の住宅改修の費用が支給されます。 

【　延滞金の加算　】
　納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 14.6％( 平成 25 年 12 月 31 日までの当該納期限の翌
日から 3 か月を経過する日までの期間または平成 26 年 1 月 1 日以後の期間は地方税法の定める率 ) の
割合を乗じて計算した金額が徴収されます。
【　給付制限　】
○ 1 年以上滞納すると
　介護保険サービスを利用する際に一旦、費用の全額を自己負担します。後日、申請することで保険給付
分 (9 割分 ) の払い戻し ( 償還払い ) を受けることになります。    
○ 1 年 6 か月以上滞納すると
　保険給付分 (9 割分 ) の払い戻しが差し止められます。また、差し止められた保険給付分 (9 割分 ) から
滞納保険料額が控除されます。       
○ 2 年以上滞納すると
　滞納額に応じて一定期間、利用者負担分が 1割から 3割に引き上げられます。また、高額介護サービス
費等の支給が受けられなくなります。
【　財産の差押等　】
　租税と同じように、財産の差押等の滞納処分を受けることになります。   

【お問い合わせ】福祉部福祉課　母子保健係　☎945-5311

予防接種を受ける際は、必ず親子（母子）健康手帳の予防接種履歴をご確認ください !!

小児の定期予防接種に水痘（水ぼうそう）の予防接種が加わります !!

【定期予防接種対象者】
　生後12か月～36か月に至るまで（1～2歳）のお子さんで、これまでに水痘予防接種を受けたこと
がない、もしくは1回受けたことがある方

※　注意事項
・すでに水痘にかかったことがあるお子さんは、定期予防接種の対象外となります。
・これまでに任意で水痘予防接種をしたことがあるお子さんは、接種した回数分を引いた接種回数に
　なります。
・経過措置の期間中（平成26年10月１日～平成27年３月31日）に3歳に達したお子さんは１回の接
　種で終了となります。

  【接種回数及び接種方法】
　２回接種（標準的には生後12～15か月の間に１回目の接種を開始）

【接種の実施方法】
　通知に同封されている医療機関での個別接種となります。事前に予約を取り、予診票と親子（母
子）健康手帳を持参して予防接種を受けてください。

【経過措置について】
　平成26年度（平成26年10月1日～平成27年3月31日）に限り、経過措置として生後36～60か月に
至るまで（3～4歳）のお子さんは、定期で1回予防接種を受けることができます。

※　注意事項
・4歳のお子さんは、経過措置期間中に5歳に達した時点で対象外となります。
・すでに水痘にかかったことがある、または1回以上任意接種を受けたお子さんは、定期予防接種の
　対象外となります。

【予防接種予診票の発送対象者】
　平成26年9月末頃に水痘予防接種に関するお知らせと予診票を発送しています。
○生後11か月になるお子さん（９月末発送予定：平成25年10月1日～31日生れ）予診票2枚
○1～2歳になるお子さん（平成24年1月2日～平成25年9月30日生れ）予診票2枚
○3～4歳になるお子さん（経過措置対象者：平成21年10月2日～平成24年1月1日生）予診票1枚

１回目 2回目

最低3か月以上あける
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